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阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
被
災
者
を
対

象
に
し
た
、
市
や
阪
神
・
淡
路
大
震
災

復
興
基
金
の
住
宅
資
金
融
資
・
補
助
制

度
に
つ
い
て
、
受
付
期
間
が
延
長
さ
れ

ま
す
。
問
合
せ
は
市
住
宅
政
策
課
（
市

役
所
南
館
３
階
�
０
７
９
８
・
３
５
・

３
７
７
２
）
へ
。

市
の
個
人
住
宅
資
金

融
資
あ
っ
せ
ん
特
例

市
は
、市
内
で
住
宅
を
建
設
・

購
入
す
る
場
合
に
利
用
で
き
る

「
個
人
住
宅
資
金
融
資
あ
っ
せ

ん
制
度
」
を
設
け
て
い
ま
す
。

被
災
者
向
け
の
「
特
例
分
」
の

受
付
期
間
を
１
年
間
延
長
し
、

平
成
１５
年
３
月
３１
日
ま
で
受
け

付
け
ま
す
。

な
お
、
区
画
整
理
区
域
な
ど

で
建
築
制
限
が
行
わ
れ
て
い
る

場
合
、
受
付
期
間
後
も
、
制
限

解
除
後
６
カ
月
以
内
は
申
込
が

で
き
ま
す
。

【
対
象
】
震
災
に
よ
り
、
全

半
壊（
焼
）の
被
災
者
証
明
書
、

ま
た
は
住
宅
金
融
公
庫
災
害
復

興
住
宅
融
資
、
ひ
ょ
う
ご
県
民

住
宅
復
興
ロ
ー
ン
の
い
ず
れ
か

の
被
災
住
宅
に
関
す
る
認
定
書

（
適
格
と
認
定
さ
れ
た
も
の
）を

受
け
た
人

※
一
部
損
壊
の
人
は
原
則
と

し
て
申
込
不
可

【
融
資
限
度
額
】
１
５
０
０

万
円【

返
済
期
間
】
２５
年
以
内

【
利
率
】
年
２
・
９
％

�
他
の
特
例
制
度
も
受
付
期

間
を
１
年
間
延
長

市
内
で
現

に
居
住
し
て
い
る
住
宅
を
補

修
・
増
改
築
す
る
場
合
に
利
用

で
き
る
「
住
宅
整
備
資
金
融
資

あ
っ
せ
ん
制
度
の
特
例
分
」や
、

高
齢
者
向
け
の
「
高
齢
者
住
宅

資
金
融
資
あ
っ
せ
ん
特
別
制
度
」

に
つ
い
て
も
、
受
付
期
間
を
１

年
間
延
長
し
、
平
成
１５
年
３
月

３１
日
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。
内

容
は
現
行
ど
お
り

震
災
復
興
基
金
の

利
子
補
給
な
ど

３
事
業

阪
神
・
淡
路
大
震
災
復
興
基

金
は
、
す
で
に
実
施
し
て
い
る

次
の
３
事
業
の
受
付
期
間
を
３

年
間
延
長
し
、
平
成
１７
年
３
月

３１
日
ま
で
受
け
付
け
る
予
定
で

す
。①

利
子
補
給
…
被
災
者
向
け

の
住
宅
資
金
（
建
設
・
購
入
）

を
借
り
入
れ
、
一
定
の
条
件
を

満
た
す
人
を
対
象
に
、
原
則
と

し
て
５
年
間
の
利
子
補
給
を
し

ま
す
（
平
成
１４
年
度
末
ま
で
の

被
災
認
定
書
の
発
行
申
請
を
条

件
と
す
る
、
住
宅
金
融
公
庫
の

災
害
復
興
住
宅
資
金
融
資
な
ど

に
か
か
る
利
子
補
給
の
申
請
に

つ
い
て
は
、
平
成
１８
年
３
月
３１

日
ま
で
受
け
付
け
ま
す
）

②
高
齢
者
住
宅
再
建
支
援
事

業
…
高
齢
の
た
め
融
資
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ず
自
己
資
金
で

自
宅
を
再
建
し
た
人
を
対
象
に
、

５７
万
円
を
限
度
と
し
て
補
助
金

を
交
付
し
ま
す

③
住
宅
債
務
償
還
特
別
対
策

事
業（
二
重
ロ
ー
ン
対
策
事
業
）

…
被
災
時
に
住
宅
ロ
ー
ン
の
未

償
還
残
高
が
あ
り
、
再
建
の
た

め
新
た
に
ロ
ー
ン
を
利
用
し
た

人
を
対
象
に
、
一
定
の
条
件
を

満
た
す
場
合
、
助
成
金
を
交
付

し
ま
す

※
前
記
①
・
③
の
受
付
は
、

原
則
と
し
て
融
資
を
受
け
た
金

融
機
関
で
行
い
ま
す

市
は
こ
の
ほ
ど
、
「
西
宮
市

音
楽
特
別
賞
」
を
西
宮
少
年
合

唱
団
に
贈
り
ま
し
た
（
同
団
定

期
演
奏
会
が
開
催
さ
れ
た
３
月

２４
日
に
表
彰
）
。
西
宮
市
特
別

賞
は
、
西
宮
市
政
の
発
展
と
イ

メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
な
ど
に
特
に
貢

献
の
あ
っ
た
個
人
や
団
体
を
表

彰
す
る
制
度
で
す
。

西
宮
少
年
合
唱
団

昨
年
７
月
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア

で
開
催
さ
れ
た
「
ウ
ィ
ー
ン
世

界
青
少
年
音
楽
祭
」
に
、
文
化

庁
地
域
文
化
国
際
交
流
事
業
派

遣
団
体
と
し
て
出
演
し
、
合
唱

の
部
総
合
第
２
位
の
栄
誉
に
輝

き
ま
し
た
。
中
西
覚
団
長
、
団

員
１
９
９
人
（
小
学
４
年
〜
高

校
２
年
）
。

市
は
、
３
月
１
日
、
事
業
着

手
か
ら
１０
年
を
迎
え
る
西
宮
北

口
駅
南
土
地
区
画
整
理
事
業
に

つ
い
て
、
西
宮
市
事
業
評
価
監

視
委
員
会
に
今
後
の
対
応
方
針

を
諮
問
し
ま
し
た
。

審
査
の
結
果
、
「
事
業
継
続

が
妥
当
」
と
の
答
申
を
受
け
ま

し
た
。
ま
た
、
商
業
・
業
務
・

文
化
施
設
な
ど
、
多
様
で
高
次

な
都
心
機
能
の
集
積
を
図
り
、

地
域
の
活
力
と
に
ぎ
わ
い
の
あ

る
魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
に
努

め
る
よ
う
に
要
望
さ
れ
て
い
ま

す
。問

合
せ
は
北
口
南
開
発
事
務

所
（
０
７
９
８
・
６
７
・
２
７

６
６
）
へ
。
な
お
、
同
委
員
会

は
、
市
の
公
共
事
業
の
効
率
的

な
執
行
や
透
明
性
の
向
上
を
図

る
た
め
設
置
さ
れ
た
も
の
で
す
。

１
９
９
８
年
６
月
、
静
岡

県
浜
松
市
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
人

女
性
が
宝
石
店
で
入
店
拒
否

に
あ
う
事
件
が
起
き
た
。
そ

の
ア
ナ
ボ
ル
ツ
さ
ん
は
、「
人

種
差
別
に
よ
り
受
け
た
精
神

的
苦
痛
を
償
え
」
と
提
訴
。

１
９
９
９
年
１０
月
、
静
岡
地

方
裁
判
所
浜
松
支
部
は
、
日

本
も
加
入
す
る
人
種
差
別
撤

廃
条
約
を
活
用
し
て
、
請
求

額
１
５
０
万
円
の
支
払
い
を

命
ず
る
画
期
的
な
判
決
を
言

い
渡
し
た
（
一
審
で
終
結
）。

同
年
１１
月
１５
日
付
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ス
は
、「
外

国
人
お
断
り
、
に
裁
判
所
が

一
撃
」
と
題
す
る
大
き
な
記

事
を
掲
げ
、
浜
松
判
決
を
枕

に
、
店
頭
に
見
ら
れ
る
「
外

国
人
お
断
り
」
の
張
り
紙
、

入
浴
を
拒
否
す
る
浴
場
な
ど

外
国
人
に
対
す
る
様
々
な
差

別
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

北
海
道
小
樽
市
に
あ
る
入

浴
施
設
が
、
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー

ズ
・
オ
ン
リ
ー
」
と
の
看
板

を
掲
げ
、
外
国
人
の
入
浴
を

拒
否
し
て
い
る
問
題
も
広
く

知
ら
れ
て
い
る
。
２
０
０
０

年
１１
月
、
少
し
前
に
日
本
に

帰
化
し
た
米
国
出
身
男
性
が
、

小
樽
の
浴
場
で
、
「
外
見
が

外
国
人
な
ら
日
本
人
客
が
離

れ
る
」
と
、
帰
化
前
同
様
に

入
場
を
断
ら
れ
、
「
外
見
だ

け
で
差
別
さ
れ
る
の
か
」
と

憤
慨
す
る
事
例
が
報
じ
ら
れ

た
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
系
日
本

人
ら
は
、２
０
０
１
年
２
月
、

そ
の
浴
場
主
と
小
樽
市
を
相

手
に
、
人
種
差
別
に
伴
う
損

害
賠
償
請
求
訴
訟
を
札
幌
地

方
裁
判
所
に
提
起
し
た
。
や

は
り
、
人
種
（
民
族
）
差
別

を
規
制
す
る
立
法
が
必
要
で

は
な
か
ろ
う
か
。

「
日
本
の
国
際
化
を
考
え

る
」
は
８
回
シ
リ
ー
ズ
で
掲

載
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
回

で
終
了
し
ま
す
。

「
外
国
人
お
断
り
」を
ど
う
す
る

市
は
４
月
か
ら
、
市
営
住
宅

の
募
集
・
管
理
・
家
賃
の
収
納

に
関
す
る
業
務
を
、
西
宮
市
都

市
整
備
公
社
に
委
託
し
ま
す
。

市
営
住
宅
の
修
理
に
関
す
る
業

務
を
、
昨
年
４
月
か
ら
委
託
し

た
こ
と
に
引
き
続
き
行
う
も
の

で
す
。

な
お
、
各
業
務
に
つ
い
て
は

現
行
ど
お
り
、
市
役
所
南
館
１

階
で
行
い
ま
す
。
問
合
せ
の
電

話
番
号
も
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ
先
】
募
集
《
０
７

９
８
・
３
５
・
３
７
１
８
》
▽

管
理
《
０
７
９
８
・
３
５
・
３

７
１
９
》
▽
家
賃
の
収
納
《
０

７
９
８
・
３
５
・
３
７
６
０
》

▽
修
理
《
０
７
９
８
・
３
５
・

３
７
７
３
》

市
は
、
車
い
す
バ
ン
ク
事
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。
介
護
保
険

の
対
象
に
な
ら
な
い
歩
行
困
難

な
人
に
、
車
い
す
を
無
料
で
貸

し
出
し
て
い
ま
す
。

利
用
希
望
者
は
、
地
域
福
祉

課
（
市
役
所
本
庁
舎
３
階
�
０

７
９
８
・
３
５
・
３
０
７
７
）

か
各
支
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
対
象
】
介
護
保
険
の
要
支

援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い

な
い
人
で
、
一
時
的
（
病
気
の

回
復
期
な
ど
）
に
自
宅
で
車
い

す
を
必
要
と
す
る
人
。た
だ
し
、

入
院
・
入
所
中
の
人
が
病
院
・

施
設
で
利
用
す
る
場
合
を
除
く

【
そ
の
他
】
車
い
す
の
受
け

取
り
・
返
却
に
は
家
族
の
人
な

ど
が
お
越
し
を
。
配
達
・
引
き

取
り
は
で
き
ま
せ
ん

車いすを貸出し
介護保険対象外で
一時的に必要な人へ

震
災
被
災
者
向
け
融
資
・
補
助
制
度

受
付
期
間
が
延
長
さ
れ
ま
す

市
営
住
宅
の
管
理
な
ど

西
宮
市
都
市
整
備

公
社
に
委
託
し
ま
す

西
宮
北
口
駅
南
土
地
区
画
整
理
事
業

「
継
続
妥
当
」の
答
申
受
け
る

新
た
な
制
度
で
は
あ
り
ま
せ
ん

西西宮宮市市音音楽楽特特別別賞賞

西宮少年合唱団に贈る

日本の国際化を考える
―今と昔、内と外の視点 ⑧

龍谷大学教授 田中 宏

平成１４年（２００２年）３月２５日 （２）


